
ＮＰＯ自動寄付システム「サポーターズ」申込書（兼預金口座振替依頼書） 

（新規・変更・解約） 
 
九州労働金庫 御中 
 

 
本申込書のとおり、ＮＰＯ自動寄付システム「サポーターズ」の寄付金について私名義の指定 

口座から口座振替の方法により支払うこととしたいので、下記約定を確認のうえ申し込みます。 
 

１．新規申込 

 

２．変更（変更内容のみ記載ください）        

 
３．解約 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

フ リ ガ ナ  

お と こ ろ 
（〒    －    ）      （ 電話     －   －    ）  

フ リ ガ ナ  

お な ま え 
 

引 落 し 
指 定 口 座 

支店 
１．普通 

２．当座 
口座番号        

申 

込 

内 

容 

寄 付 先 Ｎ Ｐ Ｏ 名 

（「紹介ＮＰＯﾘｽﾄ」の中からご希望のＮＰＯ名をご記入下さい） 
特定非営利活動法人フードバンクさが 

振  替  日 
（20日または 25日のいずれか選択） 

毎 月 20日  ・  25日 

     振 替 金 額（100 円単位） 毎 月 
百万   千   円 

振 替 開 始 （西暦） 20    年     月より 

変 

更 

内 

容 

引 落 し 

指 定 口 座 
 

支店 

１.普通 

２.当座 
口座番号 

       

振  替  日 
（20 日または 25 日のいずれか選択） 

毎 月 20日 ・ 25日 

     振 替 金 額（100 円単位） 毎 月 
百万   千   円 

変 更 開 始 （西暦） 20   年    月より 

寄付先ＮＰＯ名  

（西暦） 20   年    月より自動振替契約を解約します。 

受 付 日  

Ｃ Ｉ Ｆ  

自振コード  

支払契約者番号  

検印 印鑑照合 係印 

   

お届出日 （西暦）２０   年   月   日 

＜金庫使用欄＞ 

ＱＲ－50310  ※原本は口振センターへ送付する。写しを 2枚取り、顧客への返却および総合企画部宛てに送付する。 
 

（約 定） 

１．私が支払うべき金額について、私に通知することなく指定預金口座から引き落としの上お支払いください。 

２．預金の引き落としにあたっては、預金規定に関わらず預金通帳および預金払戻請求書の提出はいたしません。 

３．引き落とし指定口座の残高が振替日において振替金額に満たないときは、私に通知することなく振替のとりやめ、その他貴金庫所定の方法で

処理されても差しつかえありません。 

４．総合口座（普通預金）の残高不足による振替不能の場合、当座貸越により自動振替が行われても差しつかえありません。 

５．振替のつど貴金庫からの領収書の発行は省略されても差しつかえありません。 

６．寄付先 NPO は私が選定したものであり、万一当該 NPO 団体に問題が生じた場合でも異議を申し立てません。 

７．貴金庫へ届け出た私の住所、郵便番号、氏名、寄付日、寄付額および取引店については寄付先 NPO へ通知しても差しつかえありません。 

８．私から解約届を提出するまでは、指定預金口座からの振替処理を継続してください。 

９．私の選定した当該寄付先 NPO について、貴金庫が「紹介 NPO」としての扱いを取り止めた場合、その他貴金庫の都合により取り扱いを止める

場合には、私に通知することなく当自動振替契約を解除してください。 

10．この預金口座振替について、かりに紛議が生じても貴金庫の責めによるものを除き、貴金庫にはご迷惑をかけません。 

預金お届出印を 

ご捺印ください 印 

受付店番号  

自振コード 99999999  □設定済 

申 込 書 □代理作成依頼 □添付有 

 


